
目
　
　
　
次

条
　
　
　
例

○
地
方
自
治
法
第
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条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
町
と
し
て
の
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関
す
る
条
例
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一
部
を
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二
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す
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梨
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一
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す
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二

○
山
梨
県
公
営
企
業
の
設
置
等
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関
す
る
条
例
の
一
部
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改
正
す
る
条
例
…
…
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…
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…
…
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…
二

○
山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
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…
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…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
四

○
山
梨
県
拡
声
機
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
四

条
例
の
あ
ら
ま
し

○

地
方
自
治
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
町
と
し
て
の
要
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
（
条
例
第
四
十
八
号
）（
市
町
村
課
）

１

市
町
村
の
合
併
を
促
進
す
る
た
め
、
町
の
区
域
の
全
部
を
含
む
区
域
を
も
っ
て
町
を
設
置
す
る
処

分
の
う
ち
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
の
市
町
村
の
合
併
に
係
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
合
併
が
行
わ
れ
る
場
合
に
限
り
、
町
と
し
て
の
要

件
の
い
ず
れ
か
を
備
え
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
備
え
て
い
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
と

し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
道
路
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
九
号
）（
道
路
維
持
課
）

１

道
路
占
用
料
の
減
免
対
象
の
規
定
を
、
次
の
と
お
り
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
の
施
行
に
伴
う
規
定
の
整
備
を
行
う

こ
と
と
し
た
。

ガ
ス
事
業
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
１
　
に
つ
い
て
は
、
平
成
十

六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
十
号
）（
企

業
局
総
務
課
）

１

丘
の
公
園
の
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
管
理
を
図
り
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
次

の
と
お
り
指
定
管
理
者
制
度
及
び
利
用
料
金
制
を
導
入
す
る
こ
と
と
し
た
。

指
定
管
理
者
制
度

地
方
自
治
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
管
理
者
が
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。）

に
管
理
を
行
わ
せ
る
も
の
と
し
、
次
の
所
要
の
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
業
務
の
範
囲

指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続

指
定
管
理
者
の
選
定
基
準

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
の
基
準

利
用
料
金
制

利
用
料
金
を
指
定
管
理
者
の
収
入
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

利
用
料
金
の
額
は
、
条
例
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
指

定
管
理
者
が
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

そ
の
他

利
用
の
承
認
等
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
た
。

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
１
　
　
に
つ
い

て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
十
一
号
）（
教
育
庁
福
利

給
与
課
）

１

教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
の
条
例
に
つ
い
て
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し

た
。

山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例

山
梨
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例

山
梨
県
教
育
委
員
会
職
員
等
定
数
条
例

２

国
立
及
び
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
山
梨
県
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例

に
つ
い
て
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

３

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
拡
声
機
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
十

二
号
）（
警
察
本
部
警
備
第
二
課
）

１

ガ
ス
事
業
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
適
用
除
外
と
す
る
電
気
事
業
及
び
ガ
ス
事
業
の
根
拠
条
文

に
つ
い
て
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
十
月
十
日

定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
五
年十

月
十
日

号
外
第
五
十
九
号

金　曜　日

（ ）１（ ）２（ ）３（ ）４（ ）１（ ）２（ ）１（ ）２

（ ）一（ ）二

（ ）一（ ）二（ ）三

（ ）三
（ ）２

（ ）三 （ ）一（ ）二

（ ）二



２
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条
　
　
　
例

地
方
自
治
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
町
と
し
て
の
要
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
条
例
第
四
十
八
号

地
方
自
治
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
町
と
し
て
の
要
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

地
方
自
治
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
町
と
し
て
の
要
件
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
三
年
山

梨
県
条
例
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
）
」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

（
町
と
し
て
の
要
件
の
特
例
）

２

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
町
の
区
域

の
全
部
を
含
む
区
域
を
も
っ
て
町
を
設
置
す
る
処
分
の
う
ち
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
年
法
律
第
六
号
）
第
二
条
第
一
項
の
市
町
村
の
合
併
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
市
町

村
の
合
併
」
と
い
う
。）
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
市
町
村

の
合
併
が
行
わ
れ
る
場
合
に
限
り
、
当
該
処
分
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
べ
き
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体

が
こ
の
条
例
の
本
則
に
定
め
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
備
え
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
条
例

の
本
則
に
定
め
る
要
件
を
備
え
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
道
路
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
条
例
第
四
十
九
号

山
梨
県
道
路
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
道
路
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
八
条
第
二
号
中
「
日
本
鉄
道
建
設
公
団
」
を
「
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援

機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
第
二
条
第
九
項
」
を
「
第
二
条
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
第
六
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
六

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
条
例
第
五
十
号

山
梨
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
別
表
」
を
「
別
表
第
一
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
各
号
」
を
「
前
二

号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す

る
。第

六
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
五
条
の
次
に
次
の
六
条
を
加
え
る
。

（
利
用
の
承
認
等
）

第
六
条

別
表
第
一
第
三
号
に
規
定
す
る
丘
の
公
園
（
以
下
「
丘
の
公
園
」
と
い
う
。）
の
施
設
（
同

号
に
規
定
す
る
芝
生
広
場
及
び
休
憩
施
設
を
除
く
。）
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め

管
理
者
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
と
き
は
、
利
用
を
承
認
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二
　
施
設
又
は
設
備
器
具
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三
　
そ
の
他
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

３

第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
（
別
表
第
一
第
三
号
に
規
定
す
る
多
目
的
広
場
の
利
用
の
承
認
を
受

け
た
者
を
除
く
。
第
十
一
条
に
お
い
て
「
利
用
者
」
と
い
う
。）
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

定
め
ら
れ
た
額
の
利
用
料
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
用
の
制
限
）

第
七
条

管
理
者
は
、
丘
の
公
園
の
施
設
を
利
用
す
る
者
が
前
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
の
承
認
を
取
り
消
し
、
又
は
利
用
を
停
止
さ
せ
、
若
し
く
は
制
限
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
指
定
管
理
者
及
び
そ
の
業
務
の
範
囲
）

山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
十
月
十
日

二



第
八
条

管
理
者
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
管
理
者
が
指
定
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。）

に
丘
の
公
園
の
管
理
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
業
務
の
範
囲
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
利
用
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
施
設
及
び
設
備
器
具
の
維
持
保
全
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
そ
の
他
管
理
に
関
し
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
業
務

（
指
定
の
手
続
）

第
九
条

指
定
管
理
者
と
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
は
、
申
出
書
に
管
理
者
が
示
す
丘
の
公
園
の
管
理

の
条
件
、
業
務
の
内
容
等
に
従
い
作
成
し
た
事
業
計
画
書
、
財
務
諸
表
等
経
営
の
状
況
を
示
す
書
類

そ
の
他
管
理
者
が
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
管
理
者
が
定
め
る
期
日
ま
で
に
管
理
者
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
の
う
ち
か
ら
、
最
も
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
管
理
を

実
施
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
事
業
計
画
が
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
の
事
業
計
画
を
確
実
に
実
施
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
そ
の
他
の
経
営
に
関
す
る
能
力

を
有
す
る
こ
と
。

（
管
理
の
基
準
）

第
十
条

丘
の
公
園
の
管
理
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

利
用
の
承
認
等
は
、
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
七
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ

と
。

二

休
業
日
及
び
利
用
時
間
は
、
施
設
の
利
用
形
態
等
に
よ
り
、
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
指
定
管

理
者
が
施
設
ご
と
に
定
め
る
こ
と
。

三
　
そ
の
他
管
理
者
が
定
め
る
基
準

（
利
用
料
金
）

第
十
一
条

利
用
者
が
納
付
す
る
利
用
料
金
は
、
指
定
管
理
者
の
収
入
と
す
る
。

２

前
項
の
利
用
料
金
の
額
は
、
別
表
第
二
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
管
理
者
の
承
認
を
受

け
て
指
定
管
理
者
が
定
め
る
。

３

指
定
管
理
者
が
既
に
収
入
と
し
て
収
受
し
た
利
用
料
金
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
管
理

者
は
、
利
用
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ

た
と
き
そ
の
他
指
定
管
理
者
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
還

付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

指
定
管
理
者
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
利
用
料
金
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
三
号
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

名
　
称
　

所
　
在
　
地
　
　
　
　
　
　
施
　
設
　
の
　
種
　
類
　

面
　
　
積

ゴ
ル
フ
場
、
ゴ
ル
フ
練
習
場
、
パ
タ
ー
ゴ
ル
フ

北
巨
摩
郡
高
根
　
場
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
、
多
目
的
広
場
、
芝
生
広
　
一
二
四
・
八
五

丘
の
公
園

町
及
び
大
泉
村
　
場
、
オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
、
温
泉
利
用
施
設
及
　
ヘ
ク
タ
ー
ル

び
休
憩
施
設

別
表
を
別
表
第
一
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
二
（
第
十
一
条
関
係
）

施
　
　
設
　

利

用

の

区

分
　
　

単
　
　
位
　
　
　
　
金
　
　
額

ゴ
ル
フ
場
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
人
一
八
ホ
ー
ル

一
六
、
七
五
〇
円

基
本
利
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
人
三
〇
球
　
　
　

五
二
五
円

ゴ
ル
フ
練
習
場

追
加
利
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
球
　
　
　
　
　

三
一
五
円

一
般
　

一
人
一
八
ホ
ー
ル
　

一
、
二
六
〇
円

パ
タ
ー
ゴ
ル
フ
場

小
学
生
以
下
　

一
人
一
八
ホ
ー
ル
　

六
三
〇
円

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
　
　
　
　
　

一
面
一
時
間
　

二
、
二
〇
五
円

テ
ン
ト
サ
イ
ト

一
区
画
一
泊
　

六
、
八
二
五
円

オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ

場

キ
ャ
ビ
ン
　

一
棟
一
泊
　

一
一
、
五
五
〇
円

一
般
　

一
人
一
日
　

二
、
七
〇
〇
円

山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
十
月
十
日

三



小
学
生
以
下
　

一
人
一
日
　

一
、
三
五
〇
円

温
泉
利
用
施
設

一
般

一
人
一
日
　

一
、
六
五
〇
円

入
湯
目
的
だ
け
に

利
用
す
る
場
合

小
学
生
以
下

一
人
一
日
　

八
五
〇
円

備
考

ゴ
ル
フ
場
の
利
用
料
金
に
は
、
グ
リ
ー
ン
フ
ィ
ー
に
相
当
す
る
額
の
ほ
か
、
カ
ー
ト
フ
ィ
ー
、

諸
経
費
及
び
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
に
相
当
す
る
額
を
含
む
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
指
定
管
理
者
の
指
定
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

管
理
者
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
公
営

企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。）
第
八
条

第
一
項
及
び
第
九
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
丘
の
公
園
（
改
正
後
の
条
例
別
表
第
一
第
三
号
に
規
定

す
る
丘
の
公
園
を
い
う
。）
の
管
理
に
関
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
指
定
の
効
力
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
条
例
第
五
十
一
号

山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
十
四
条
第
六
項
」
の
下
に
「
、
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

一
号
）
第
十
三
条
第
一
項
」
を
加
え
、「
基
い
て
」
を
「
基
づ
い
て
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
中
「
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第

十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

山
梨
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
四
項
中
「
第
二
十
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

正
）

第
三
条

山
梨
県
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
国
立
及
び
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置

法
」
を
「
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
に
、「
第

八
条
及
び
第
十
一
条
」
を
「
第
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
」
に

改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
小
学
校
」
を
「
公
立
の
小
学
校
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
校
長
」
を
「

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
校
長
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中
「
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
義
務
教
育
諸
学
校

等
の
」
を
削
り
、「
山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
号
。
以
下

「
給
与
条
例
」
と
い
う
。）
別
表
第
二
の
教
育
職
給
料
表
●
又
は
別
表
第
三
の
教
育
職
給
料
表
●
の
適

用
を
受
け
る
者
に
限
る
。
第
三
項
及
び
」
を
「
校
長
及
び
教
頭
を
除
く
。」
に
改
め
、「
の
う
ち
そ
の

属
す
る
職
務
の
級
が
こ
れ
ら
の
給
料
表
の
一
級
又
は
二
級
で
あ
る
者
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
削

る
。第

四
条
第
一
号
中
「
給
与
条
例
」
を
「
山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条

例
第
四
十
号
）」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
山
梨
県
職
員
の
懲
戒
に
関
す
る
手
続
及
び
効
果
に
関

す
る
条
例
」
を
「
山
梨
県
職
員
の
懲
戒
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

公
益
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
四

十
三
号
）

第
六
条
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
」
を
削
り
、
同

条
第
三
項
を
削
る
。

（
山
梨
県
教
育
委
員
会
職
員
等
定
数
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条

山
梨
県
教
育
委
員
会
職
員
等
定
数
条
例
（
平
成
十
四
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
九
号
中
「
第
二
十
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
拡
声
機
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
十
月
十
日

四

（ ）二

（ ）三



る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
条
例
第
五
十
二
号

山
梨
県
拡
声
機
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
拡
声
機
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
平
成
五
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
七
号
中
「
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
電
気
事
業
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定

す
る
電
気
事
業
」
に
、「
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
ガ
ス
事
業
」
を
「
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る

ガ
ス
事
業
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
十
月
十
日

五



発
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梨
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府
市
丸
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丁
目
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番
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号
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サ
ン
ニ
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印
刷
　
甲
府
市
北
口
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丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
十
月
十
日

六


